
平成28年度　「自然環境保全に係る助成金制度」　

助成金制度のフロー図

申 請 書 受 付

（応募締切 １２月２９日）

選 考

（１月上旬～２月中旬）

助成対象事業、

助成上限額等の決定

（２月下旬）

採 択 不 採 択

採択、不採択の両方に通知書を発送します。

概算払い又は前払い

（３月下旬）

採択後の流れ

実 施 確 認

（都度）

事 業 開 始

（４月１日～）

実 績 報 告

（活動終了後３０日以内）

助 成 額 確 定

助 成 取 消

助成金返還

要項違反等

一 部 返 還
助 成 金 精 算

返 還 を も っ て 終 了

概算払いが

確定助成額

より大きい

概算払いと確定助

成額が一致した場

Ⅰ 選考委員会を設置

Ⅱ 選考委員会による

申請者及び申請事業の選考

Ⅲ NPO法人旭山動物園くらぶ理事長、
旭山動物園長による 最終判断

概算払い又は前払い申請

事業変更、中止・廃止申請 中止・廃止事情変更

事業変更承認

当法人が必要に応じて現地調査当を実施

申請の事業計画との比較、確認作業

助成事業実施内容の最終確認作業

事業実績報告書類一式の提出

交 付 取 消

交付決定内容への不服又は事情変更等

活動報告会（時期未定）

終 了

申請書類到着後、申請書受領通知書を発送しま


